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令和３年６月１８日 

保 健 福 祉 局 

 

高齢者施設職員等に対するＰＣＲ検査の通所施設への拡大について 

 

令和３年４月５日付で，国から，まん延防止等重点措置区域となった都道府県及び措置

区域に定められた区域にある保健所設置市においては，高齢者施設職員等に対するＰＣＲ

検査を週１回程度実施するように通知があり，緊急事態宣言が発出されている間も同様の

実施が求められていることを踏まえ，４月２６日以降，週１回程度の実施に取り組んでい

るところです。 

５月２８日付で，「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基本的対

処方針」という。）が改訂され，検査対象について，これまでの入所施設だけでなく，デイ

サービス等の通所施設に拡大されました。 

これを受け，本市でも，次のとおり検査対象を拡大しました。 

 

１ 新たに検査対象とした施設 

  通所介護，地域密着型通所介護，認知症対応型通所介護，通所リハビリテーション，

小規模多機能型居宅介護，看護小規模多機能型居宅介護 

 ⇒ 計６２７施設，検査対象者約９，７００人増 

＜参考＞拡大前の検査対象施設【５１２施設，検査対象者約１８，０００人】 

特別養護老人ホーム，地域密着型特別養護老人ホーム，介護老人保健施設，介護医療

院，介護療養型医療施設，認知症高齢者グループホーム・ケアハウス，有料老人ホー

ム，サービス付き高齢者向け住宅，短期入所施設 

 

２ 検査と合わせて実施する施設内感染防止の取組 

 ・ 毎日，新しい生活様式に基づく生活を実践し，「症状チェックシート」「生活チェッ

クシート」に記録する。 

 ・ 毎日，常時の又は定期的な換気を実践し，「換気チェックシート」に記録する。 

 ・ 感染対策研修動画（新型コロナウイルス，感染対策，個人防護具）を視聴する。 

・ １箇月に１回以上，各部門の責任者が，感染対策の実施状況の点検，感染者発生を想

定した初動対応の流れ等の確認・共有を行う。 

 

３ 緊急事態宣言の解除に伴う取扱い 

  京都府域において緊急事態宣言が解除されるが，本市域がまん延防止等重点措置区域

の指定を受けている間は，引き続きＰＣＲ検査を週１回程度実施する。 
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＜参考＞高齢者施設の職員等への検査実施数 

 

２月２６日から４月２２日結果判明分まで（令和３年２月４日付国通知に基づく検査） 

検査実施数 
陽性確定 

（発生届提出） 

１７，３１５ １ 

 

４月２６日から６月１６日結果判明分まで（令和３年４月５日付国通知に基づく重点的検査） 

検査実施数 
陽性確定 

（発生届提出） 

１１５，４８５ ２５ 

 

 

＜参考＞抗原検査を用いた頻回自己検査によるクラスター抑制に対する実証研究 

 本市では，東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合（非営利共益法人），医療

法人財団足立病院と協定を締結し，「抗原検査を用いた継続的な頻回検査によるクラスター

抑制等を目的とした実証研究」を共同推進しており，その取組の中で障害者支援施設等の

職員に対し，抗原検査を週２回実施している。 

 

○障害者支援施設等の職員に対する検査 

期 間  ５月２０日（木）から２箇月間 

施設数  計１７施設（職員：６３２名） 

※ ６月１７日現在，陽性例１件。 

 

○在宅障害者事業所 

 在宅重度障害者の支援を行う重度訪問介護事業所に対し，体調不良時や感染の心配が

ある際に活用できるよう，抗原検査キットをあらかじめ配布。 

配付事業所数   ５９箇所 

配付個数   １，４７５個 

※ ６月１７日現在 


